
福岡県立八女高等学校「生徒規約」 

 

１ 服装・頭髪 

（１）服装・頭髪は質素・清潔・端正にし、華美にならないように努める。 

（２）生徒は所定の制服を着用する。 

 

２ 通学 

（１）学校内外全ての場合を通じて、必ず交通法規・交通道徳を厳守し、交通安全に努

める。 

（２）自転車通学・バイク通学については、許可制とする。 

 

３ 校内生活 

（１）スマートフォン・携帯電話については持ち込みを認める。（校内での使用規則有） 

（２）遅刻・欠席の場合は事前に「連絡フォーム」に連絡する。 

 

４ 環境美化 

  清潔で整理・整頓された美しい環境を作るために、お互いに校内美化を心掛ける。 

（１）校舎、校具は常に清潔にし大切に取り扱う。 

（２）毎日の掃除の時間は、各自が責任をもって、分担区域の環境美化に務める。 

 

５ 休業中の生活 

（１）家庭環境の大きな変化や疾病、負傷のような事故があった場合は、速やかに学校

に連絡する。 

 

生徒会規約 

第１章 総   則 

第１条 本会は福岡県立八女高等学校生徒会と称する。 

第２条 本会を通じて校訓「質実剛健」の精神のもと、会員は相互に助け合い、自主的・自

発的活動に努め、活力に充ちた学校の建設を行うことで、よりよき社会人へと成長す

ることを期する。 

第３条 本会は第２条に定められた目的を達成するための活動を行う。 

第２章 会   員 

第４条 本会は福岡県立八女高等学校生徒で構成される。 

第５条 本会の会員は生徒会執行部（常任）の選挙権及び被選挙権を有する。 

第３章 機   関 



第６条 本会はその目的を達成するために次の機関を置く。 

 １ 総会     ２ 代議員会    ３ 生徒会執行部  ４ 専門委員会 

 ５ 部活動部長会 ６ 選挙管理委員会 ７ 応援団 

第７条 本会は、各機関の顧問の指導・助言のもと、自主的かつ自発的活動を行うものであ

る。 

 第１節 総   会 

第８条 総会は本会の議決機関であって年１回定例会を開くほか、臨時会は総務が次の場

合これを招集する。 

 １ 全会員の 10分の１以上の要求があった場合 

 ２ 代議員会の要求があった場合 

 ３ 総務が必要と認めた場合 

第９条 総会は全会員の４分の３以上の出席をもって成立し、総会の議決は出席会員の過

半数でこれを決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。ただし、規約改正につ

いては第 50条に定める。 

第 10条 総会にあたっては、代議員が総会準備委員となり、議長１名、副議長１～２名を

総会準備委員会の推薦により選出する。 

第 11条 次の事項は総会で決しなければならない。ただし、総会が開けない場合は、代議

員会で議決を行い、決することができる。 

 １ 規約の変更 

 ２ 会費の審議・予算の決定及び決算報告 

 ３ 生徒会執行部の信任、不信任 

 ４ その他重要事項 

 第２節 代 議 員 会 

第 12 条 代議員会は各ホームルームで選挙された各２名の委員により構成される。なお、

生徒会執行部は会議に出席し発言することができる。ただし、生徒会執行部は議決

権を持たない。 

第 13条 代議員会は代議員の３分の２以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもっ

て議決を決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。 

第 14条 代議員会は学期１回定例会を開くほか、次の場合臨時に開くことができる。 

 １ 代議員の３分の１以上の要求があった場合 

 ２ 代議員会の議長が必要と認めた場合 

 ３ 総務が必要と認めた場合 

第 15条 代議員会には議長１名、副議長２名、書記２名を置く。 

第 16条 代議員会は次の事項を行う。 

 １ 総会に提出する原案の作成 

 ２ 執行部、専門委員会、各ホームルーム、又は学校から提出された原案の審議及び決定 



 ３ その他重要事項の議決 

 ４ 会計監査に関すること 

第 17条 代議員の任期は６か月とし、４月～９月を前期、10月～３月を後期とする。ただ

し、再選されてもよい。なお、代議員は他の委員と兼任してはならない。 

第 18条 代議員に欠員が生じた場合は、ただちに補充する。 

 第３節 生徒会執行部 

第 19条 生徒会執行部は次の者をもって構成する。 

 １ 総務 １名  ２ 副総務 ２名  ３ 会計 ２名  ４ 書記 ２名程度 

 ５ 各専門委員長 各１名 

   総務、副総務、会計、書記を常任の生徒会執行部とする。ただし、総務及び生徒指導

課が必要と認めた場合は、上記の限りではない。また、上記の役職とは別に生徒会執行

部補佐を置くことができる。生徒会執行部補佐は、会務全般の補佐を行う。 

第 20条 生徒会執行部は次のことを行う。 

 １ 総会及び代議員会に提案する議案の作成及びその執行 

 ２ 本会の活動に必要な事項の調査研究企画及びその執行 

第 21条 生徒会執行部は総務が招集し、毎週１回定例会を開く。また、専門委員長を含め

た拡大定例会を毎月１回行う。ただし、緊急の場合は総務が臨時に招集できる。 

第 22条 総務は本会を代表し、会務を総括する。 

第 23条 副総務は総務を補佐し、部長会に関することを行う。総務不在の時はその代理を

する。 

第 24条 書記は一切の記録を作り、また書類の保管にあたる。 

第 25条 会計は会計に関する事項を行う。 

第 26条 生徒会執行部は同時に２つの役を兼ねることはできない。ただし再選されてもよ

い。 

第 27条 生徒会執行部（常任）の任期は１年間（７月～７月の 13か月）とする。ただし、

各専門委員長の任期は６か月（４月～９月、10月～３月）を原則とする。 

 第４節 専門委員会 

第 28条 生徒会の業務を達成するために生徒会執行部の下に専門委員会を設置する。 

第 29条 専門委員会は次のとおりである。 

 １ 文化委員会  ２ 体育委員会 

 ３ 風紀委員会  ４ 保健委員会 

 ５ 図書委員会  ６ 美化委員会 

 ７ 交通委員会 

第 30条 文化委員は本校の文化活動の発展及び文化発表会の実施及び校内放送に関するこ

とを行う。 

第 31条 体育委員は本校の体育活動の発展及び体育行事の計画・実施に関することを行う。 



第 32条 風紀委員は校風発揚に関わる服装・態度等の指導及び駐輪指導を行う。 

第 33条 保健委員は会員が心身ともに健康な生活を送ることができるよう保健活動を行う。 

第 34条 図書委員は図書一般に関する活動を行い、会員の読書活動の振興を促す。 

第 35条 美化委員は校舎校庭の整備・美化活動に関することを行う。 

第 36条 交通委員は本校生徒をはじめ、地域の交通安全の啓発活動を通じ、交通事故を減

少させるための取組を行う。 

第 37条 上記以外の委員会を臨時に設置する場合は執行部の承認を経て設置できる。なお、

この場合のみ、他の委員との兼任を認める。 

第 38条 各専門委員の任期は、６か月を原則とするが、再選は妨げない。 

第 39条 各専門委員長は各専門委員会を運営し、かつ、これを代表する。 

第 40条 専門委員会は毎学期１回定例会を開くほか、総務、又は専門委員長が必要と認め

た場合、これを開催することができる。 

第５節 部 活 動 

第 41条 部活動は趣味を同じくする会員（部員）で構成され、会員の能力・個性の発展を

期する。 

第 42条 各部活動は部員の互選で部長１名、副部長２名を選出する。 

第 43 条 部活動は校内活動振興のため各部長による体育・文化両部長会を設ける。その長

は各部長の互選によって決める。また、必要な場合は両部長会の合同会議を開くこ

とができる。 

第４章 選挙管理委員会 

第 44条 選挙管理委員会は総務 1名、副総務２名の選挙を執行管理する機関である。 

第 45条 選挙管理委員会は次の任務及び権限がある。 

 １ 選挙人を公平にするための管理  

 ２ 選挙人の調査と選挙人名簿の作成 

 ３ 選挙の告示、立候補の受け付け 

 ４ 選挙に必要な選挙用紙の作成とポスター用紙の配布及びその管理 

 ５ 選挙運動の管理 

 ６ 投票の管理と開票 

 ７ 信任投票の施行 

 ８ 総務辞任の際の処理 

 ９ 当選の決定と宣言 

 10 選挙違反に対する決定 

第 46条 選挙管理委員は選挙活動及びそれに類似した行為をしてはならない。 

第５章 応 援 団  

第 47条 本会の応援団について下記のとおり定める。 

 １ 本会の応援団の名称を八女高応援団とし、福岡県立八女高等学校生徒で構成する。 



 ２ 八女高応援団は、八女高校の活性化と愛校心の高揚を目的とする。 

 ３ 八女高校生徒会の議決機関である生徒総会の直属の組織とする。 

 ４ 八女高応援団は、その目的を達成するために応援団長、副応援団長、団員で構成し、

次の行事を行う。 

 （１）大運動会における全校応援 

（２）壮行会 

（３）その他（学校の活性化につながる活動）  

第６章 会   費  

第 48条 本会の会員は会費を納入せねばならない。会費は、代議員会及び総会の審議を経

た後、学校長の承認を得て決定される。 

第 49条 会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。 

第７章 付   則  

第 50条 本規約及び細則を改訂しようとするときは機関を通して代議員会に提案する。代

議員会において委員の３分の２以上の賛成者があれば代議員会が総会に提案する。

総会においては出席会員の３分の２以上の賛成が必要である。 

第 51条 会計に関する細則は別に定める。 

第 52条 本規約は平成 19年４月１日から実施する。 

 


